
令和７年３月吉日 

 
 
お客さま 各位 

 
砺波信用金庫 

 
 

当座勘定規定の改定のお知らせ 

 
 平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
 さて、このたび当金庫では、手形・小切手の全面的な電子化に向けた取組みとして、

令和９年４月１日以降を期日とする手形・小切手の取立受付を終了いたします。 
また、今後新たに当座預金からの払戻しについて、現行の小切手の振出のほか、払戻

請求書による取扱いを開始いたします（ただし、お取引は口座開設店に限ります）。 
この当座預金における払戻請求書による払戻しの取扱開始に伴い、「当座勘定規定」を

下記のとおり改定させていただきたく、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 
なお、改定日以前からお取引いただいているお客さまにも、改定後の規定が適用され

ますのでご了承ください。 
 引き続き当金庫をご愛顧賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 
記 

 
１．改定日 
  令和７年４月１日（火） 

 
２．改定となる規定 
  当座勘定規定 

 
３．改定内容 
  詳細は、別紙「新旧一覧表」をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 



当座勘定規定新旧一覧表 
（下線部分が改定箇所となります） 

改定前 改定後 

当座勘定規定 

 

令和５年８月２３日改定 

 

第１条～第６条省略 

 

第７条（手形、小切手の支払） 

（１）小切手が支払のために呈示された場合、

または手形が呈示期間内に支払のため呈示

された場合には、当座勘定から支払いま

す。 

（２）前項の支払にあたっては、手形または小

切手の振出しの事実の有無等を確認するこ

と（その旨について書面の交付を求めるこ

とを含みます。）があります。 

（３）呈示された手形、小切手は、呈示日の１

５時までに当座勘定に受入れまたは振込み

された資金により支払います。ただし、１

５時以降に入金した資金であっても、当金

庫が認めた場合には支払に充当することが

できるものとし、この取扱いによって生じ

た損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

（４）当座勘定の払戻しの場合には、小切手を

使用してください。 

 

新設 

 

 

 

 

 

第８条～第１１条省略 

 

第１２条（手数料等の引落し） 

（１）当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、

手数料、保証料、立替費用、その他これに類

する債権が生じた場合には、小切手によら

ず、当座勘定からその金額を引落すことが

できるものとします。 

（２）当座勘定から各種料金等の自動支払をす

る場合には、当金庫所定の手続をしてくだ

さい。 

（３）当金庫所定の時限以降に当座勘定に受入

れした資金（為替による振込金を含みま

す。）は、入金日における前項の支払いには

当座勘定規定 

 

令和７年４月１日改定 

 

第１条～第６条省略 

 

第７条（手形、小切手等の支払） 

（１）小切手が支払のために呈示された場合、

または手形が呈示期間内に支払のため呈示

された場合には、当座勘定から支払いま

す。 

（２）前項の支払にあたっては、手形または小

切手の振出しの事実の有無等を確認するこ

と（その旨について書面の交付を求めるこ

とを含みます。）があります。 

（３）呈示された手形、小切手は、呈示日の１

５時までに当座勘定に受入れまたは振込み

された資金により支払います。ただし、１

５時以降に入金した資金であっても、当金

庫が認めた場合には支払に充当することが

できるものとし、この取扱いによって生じ

た損害については、当金庫は責任を負いま

せん。 

（４）当座勘定の払戻しの場合には、小切手ま

たは当金庫所定の払戻請求書を使用してく

ださい。 

（５）前項の払戻しに払戻請求書を使用する場

合には、当金庫所定の本人確認書類の提示

等を求めることがあります。求められた本

人確認書類の提示等がない場合には、取引

を行うことはできません。 

 

第８条～第１１条省略 

 

第１２条（手数料等の引落し） 

（１）当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、

手数料、保証料、立替費用、その他これに類

する債権が生じた場合には、小切手、払戻請

求書によらず、当座勘定からその金額を引

落すことができるものとします。 

（２）当座勘定から各種料金等の自動支払をす

る場合には、当金庫所定の手続をしてくだ

さい。 

（３）当金庫所定の時限以降に当座勘定に受入

れした資金（為替による振込金を含みま

す。）は、入金日における前項の支払いには



改定前 改定後 

充当しません。 

 

第１３条～第１６条省略 

 

第１７条（印鑑照合等） 

（１）手形、小切手または諸届け書類に使用され

た印影または署名（電磁的記録により当金

庫に画像として送信されるものを含みま

す。）を、届出の印鑑（または署名鑑）と相

当の注意をもって照合し、相違ないものと

認めて取扱いましたうえは、その手形、小切

手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の

事故があっても、そのために生じた損害に

ついては、当金庫は責任を負いません。 

 

（２）手形、小切手として使用された用紙（電磁

的記録により当金庫に画像として送信され

るものを含みます。）を、相当の注意をもっ

て第８条の交付用紙であると認めて取扱い

ましたうえは、その用紙につき模造、変造、

流用があっても、そのために生じた損害に

ついては、前項と同様とします。 

（３）この規定および別に定める手形用法、小切

手用法に違反したために生じた損害につい

ても、第１項と同様とします。 

 

第１８条以下省略 

 

充当しません。 

 

第１３条～第１６条省略 

 

第１７条（印鑑照合等） 

（１）手形、小切手、払戻請求書または諸届け書

類に使用された印影または署名（電磁的記

録により当金庫に画像として送信されるも

のを含みます。）を、届出の印鑑（または署

名鑑）と相当の注意をもって照合し、相違な

いものと認めて取扱いましたうえは、その

手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につ

き、偽造、変造その他の事故があっても、そ

のために生じた損害については、当金庫は

責任を負いません。 

（２）手形、小切手として使用された用紙（電磁

的記録により当金庫に画像として送信され

るものを含みます。）を、相当の注意をもっ

て第８条の交付用紙であると認めて取扱い

ましたうえは、その用紙につき模造、変造、

流用があっても、そのために生じた損害に

ついては、前項と同様とします。 

（３）この規定および別に定める手形用法、小切

手用法に違反したために生じた損害につい

ても、第１項と同様とします。 

 

第１８条以下省略 

 

 
以上 


